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質 問 順 位 第 ３ 番

武豊町議会議長 石原 壽朗 殿

武豊町議会議員 石川 義治

一 般 質 問 の 通 告 に つ い て
令和３年第２回武豊町議会定例会において、次のように質問したいから通告します。

質 問 事 項 質問の要旨(具体的にご記入願います)

1.第２期空き家

等対策計画につ

いて

【趣旨説明】

少子高齢化や核家族化の進展により、全国的に空き家が増加し、大きな社

会問題となっている。適正な管理がされず、放置されたままの空き家は、老朽

化による屋根や壁などの建築部材の落下や飛散、放火のおそれなど、防災、

防犯、衛生、景観等の面で大きな問題を生じさせ、地域住民の暮らしの安全・

安心を阻害しかねないため、いわゆる「空き家問題」として危惧されている。ご

承知の通り、武豊町内においても問題となっている物件がある。

武豊町では、平成 27 年に全面施行された「空家等対策の推進に関する

特別措置法」に基づき、平成 29 年２月に「第１期武豊町空き家等対策計画」

を策定した。計画は具体的な対策を示し、町民等及び地域の安全・安心の確

保並びに生活環境の保全を図ることを目的としたものである。わたくし自身

も、空き家対策協議会委員として、武豊町の空き家対策に取り組まさせてい

ただきました。そして本年４月には、前計画を踏襲した「第２期武豊町空き家

等対策計画」が策定された。

第２期計画の構成は、第１期計画と同様に「計画の背景と目的」、「空き家

等の状況」、「空き家等対策に関する基本的な考え方」、「空き家等対策の施

策展開」、「空き家等対策の実施体制の整備」の５編で構成されている。作成

された第２期計画を着実に推進していくためには、まずは、しっかりとした現

状の分析やそこで見えてきた課題を分析するとともに、今後の施策を計画的

に進めていくことが重要であると考え、以下質問する。

【質問事項】

①現在までの空き家数の推移や、アンケートなどによる空き家所有者の意識

現状の分析結果についての見解は。

②現状分析から見えてくる、武豊町の空き家対策の課題は。

③第１期計画期間内に実施した施策においての成果と課題は。

④第２期計画期間においての、空き家対策の方針や目標、方向性、また、空き

家対策に関する施策等の展開は何を考えているか。



質 問 事 項 質問の要旨(具体的にご記入願います)

２.人・農地プラ

ンの実質化につ

いて

【趣旨説明】

4 月 27 日に公表された「2020 年農林業センサス」では、農業従事者は

2015（平成 27）年から 2020（令和２）年の 5 年間で 46 万人減少し 152

万人となった。全国的に「高齢者が多く、担い手が不足している」、「農

地の借り手が少なく、耕作放棄地が増えている」といった社会課題に直

面している。しかしそのような状況にある中でも、「自分がいつまで農業

を続けられるのかわからない」、「後継者がいない」といった声を武豊町

でも聞く。

農業従事者の皆様には、安全で安心な美味しい食を提供していただい

ている。また、優良な農地が耕作放棄地にならぬよう、健全に維持して

もらっているという側面も多大にあり、心から感謝を申し上げる。その

上で、農業従事者の減少や、後継者の不在は、武豊町の農業の振興には、

憂慮する課題のひとつであると考える。

平成２８年に改正された「農業委員会等に関する法律」では、農業委

員会の重点施策の中に、担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発

生防止・解消、新規参入の促進といった「農地等の利用の最適化の推進」

が明確化された。そして令和元年５月には、人と農地の問題を少しで解

消に導くよう作成された「人・農地プラン」を更に加速させるための法

改正がなされ、これまでの人・農地プランを「実質化」させるという取

組が、全国的に進められることとなった。

武豊町においても、令和３年３月に私も出席させていただいた武豊町

農業振興対策協議会の中で、「人・農地プランの実質化」に対する取組報

告がなされた。地域における話し合いを通じて実質化が図られたと報告

があり、町内８地区別に町ＨＰに掲載されている。

今後は、実質化された「人・農地プラン」を、いかに活用し継続してい

くことが重要と考え、以下質問する。

【質問事項】

①人・農地プランの実質化の目的と効果をどのように考えているのか

②人・農地プランの実質化で見えてきた課題は何か。

③実質化した人・農地プランを今後どのように活用されていくのか。


